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平成１６年８月２日関東運輸局プレスリリース

「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼル黒煙クリーン
・キャンペーン」の実施結果について

― 深夜街検を含む１５回の街頭検査・指導を実施 ―

関東運輸局では、自動車の不正改造による交通事故の防止、自動車の排
出ガス及び騒音等による環境の悪化が社会問題となっていること、並びに
ディーゼル黒煙等に対する国民の問題意識が高まってきていることから、
関係機関及び自動車関係団体等の協力を得て、６月１日から３０日までの
１ヶ月間を強化月間として「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼ
ル黒煙クリーン・キャンペーン」を実施しました。
１．街頭検査等の実施結果

関東運輸局管内の各運輸支局では、深夜の街頭検査１回を含む１５回の街頭
検査・指導を実施しました。
この街頭検査で、２，２００台の車両について検査を行い、２１８台の不良

車等が確認されました。このうち不正改造車６５台、整備不良車１３台の車両
に対し、必要な整備を命令する「整備命令書」を交付しました。

２． へ寄せられた主な情報迷惑改造車相談窓口（不正改造車１１０番）
(1)関東運輸局及び管内運輸支局の「不正改造車１１０番」窓口へ寄せられた
主な情報は、①不正改造車に関する情報１０１件、②不正改造を行っている
事業者等に関する情報１０件と情報総件数は１１１件でした。
(2)不正改造車に関する情報１０１件のうち必要な調査等を実施のうえ５２件
に対して、不適合箇所を保安基準に適合させるよう、はがきにより通知しま
した。
また、不正改造を行っている事業者に関する情報１０件について、運輸支

局で立入検査等を実施し、違反事業者等に対して事業の停止等、行政処分を
実施する予定です。

自動車部品・用品販売事業者等に対する査察実施結果３．
管内運輸支局では、自動車部品・用品制作・販売６５事業者、他自動車関係
９９事業者に対して査察を実施し、整備命令制度の強化及び不正改造行為の
禁止等について周知し、指導を行いました。

４．不正改造車排除についての講演実施結果
関東運輸局管内の自動車整備士専門学校等６校、８０４名に対し、不正改造

車排除について講演を実施しました。

黒煙クリーン・キャンペーンの実施結果５．ディーゼル
街頭検査時に１９０台の車両について測定を行い、４台の基準値を超えてい

る車両に対し、必要な整備を命令する「整備命令書」を交付しました
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（参考）
１．本運動の重点実施事項

関東運輸局及び各運輸支局では、次のような項目を重点実施事項として取り組み
ました。

（１）自動車関係団体等に対して、本運動の実施についての推進・指導を実施
（２）不正に改造された自動車やディーゼル黒煙(燃料噴射ポンプの封印取外し等に

よる黒煙濃度の悪化車両）及び騒音等の環境悪化を招く自動車を重点とした街頭
検査・指導を実施

（３）関東運輸局及び各運輸支局に「不正改造車１１０番」及び「黒煙１１０番」の
窓口を設け、不正改造車等に関する情報の収集、著しく黒い黒煙を出している自
動車に関する情報及び一般ユーザー等からの相談に応じるとともに、これらの情
報を活用し関係者等に対する監査や指導等を実施

（４）自動車使用者等に対し、ポスター及びチラシの配布等により不正改造の防止と
不正改造事例並びに点検整備の必要性についての周知

（５）自動車部品・用品販売事業者に対して重点的に査察を行い、引き続き、道路運
送車両法の改正による整備命令制度の強化及び不正改造行為の禁止について周知
し、適切な指導を実施

（６）自動車整備士専門学校等の生徒に不正改造車排除の講演を実施
また、一般ユーザー向けに駅でチラシ等の配布

２．実施結果の概要
（１）街頭検査における主な整備不良車両の傾向

（ 検査実施車両数：２，２００台中２１８台 ）
・ 着色フィルムの貼付 ３２台
・ タイヤの突出 １０台
・ 最低地上高不足 １０台
・ クリアレンズ等の違法灯火取付け ３８台
・ マフラー改造等による近接排気騒音基準値超過 ５台
・ ディーゼル黒煙基準値超過 ４台
※ 複数計上あり

（２ 「不正改造車１１０番」へ寄せられた主な情報 （情報総件数１１１件））
①不正改造車に関する情報（１０１件）
・着色フィルム ・・・・・ ３９件
・マフラーの騒音・・・・・ ７件
・回転部分の突出・・・・・ ６件
・違法灯火の取付け・・・・ ３件
・その他 ・・・・・ ４６件
②事業者に関する情報 （１０件）
・不正改造、不正車検を行っている等

（３）ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーンの街頭検査時の測定結果
・測定車両数１９０台
・整備命令交付台数４台

３．査察実施結果（１６４回）
・自動車部品・用品販売事業者 ６５回
・自動車運送事業者 ２６回
・車体架装事業者 ５回
・板金・塗装事業者 ７回
・その他（ﾚﾝﾀｶｰ、新車販売等） ６１回


